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雑　報

1161

雑　

報九
州
大
学
法
政
学
会

特
別
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
（
一
）

�

ロ
ー
・
ア
ン
ド
・
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
講
演
会

二
〇
二
〇
年
七
月
三
一
日
（
金
）　

オ
ン
ラ
イ
ン
開
催

「『
事
実
』
と
手
続
の
重
要
性
〜
Ｗ
ｉ
ｎ
ｎ
ｙ
事
件
を
題
材
に
」

　

講
師　

遠
山
大
輔
（
京
都
弁
護
士
会
）

特
別
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
（
二
）　

Ｌ
Ｐ
セ
ミ
ナ
ー

　

法
学
部
一
年
生
向
法
律
入
門
セ
ミ
ナ
ー　

オ
ン
ラ
イ
ン
開
催

　

講
師　

武
富
一
晃　
　
（
福
岡
地
方
裁
判
所
裁
判
官
）

　
　
　
　

佐
藤
祐
矢　
　
（
福
岡
地
方
検
察
庁
検
察
官
）

　
　
　
　

浦
川
雄
基　
　
（
弁
護
士
）

　
　
　
　

一
坊
寺
麻
希　
（
弁
護
士
）

　
　
　
　

野
上
幸
久　
　
（
福
岡
地
方
裁
判
所
裁
判
官
）

　
　
　
　

久
冨
隆
一　
　
（
福
岡
高
等
裁
判
所
事
務
官
）

　
　
　
　

�

羽
部
紗
耶
香　
（
弁
護
士
）、
沖
島
誉
章
（
民
間
企
業
法
務

部
員
）、
平
山
賢
太
郎
（
九
州
大
学
准
教
授
）

講
演
会
ほ
か

二
〇
二
〇
年
九
月
一
〇
日
（
木
）　

オ
ン
ラ
イ
ン
開
催

「
第
一
回
オ
ン
ラ
イ
ン
情
報
法
セ
ミ
ナ
ー
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
ビ
ジ

ネ
ス 

〜
何
が
、
な
ぜ
問
題
か
〜
」

　

講�

師　

江
口
清
貴
（
一
般
財
団
法
人
情
報
法
制
研
究
所
専
務
理

事
）、
後
藤�

晃
（
東
京
大
学
名
誉
教
授
、
元
・
公
正
取
引
委
員

会
委
員
）、
成
原�

慧
（
九
州
大
学
法
学
研
究
院
准
教
授
〔
情
報

法
〕）、
板
倉
陽
一
郎
（
弁
護
士
）、
実
積
寿
也
（
中
央
大
学
総

合
政
策
学
部
教
授
）、
福
永
啓
太
（
ア
リ
ッ
ク
ス
パ
ー
ト
ナ
ー

ズ
・
ア
ジ
ア
・
エ
ル
エ
ル
シ
ー　

デ
ィ
レ
ク
タ
ー
・
元
公
正
取

引
委
員
会
企
業
結
合
課
企
業
結
合
調
査
官
）、
寺
西
直
子
（
公

正
取
引
委
員
会
事
務
総
局�

経
済
取
引
局
総
務
課�

デ
ジ
タ
ル
市

場
企
画
調
査
室
長
）

　
　

�

平
山
賢
太
郎
（
九
州
大
学
法
学
研
究
院
准
教
授
〔
経
済
法
〕、

弁
護
士
、
元
・
公
正
取
引
委
員
会
審
査
局
審
査
専
門
官
）・
兼

司
会

　

共�

催　

一
般
財
団
法
人�

情
報
法
制
研
究
所
（JILIS

）、
情
報
法

制
学
会

二
〇
二
〇
年
一
二
月
二
日
（
水
）　

オ
ン
ラ
イ
ン
開
催

「『
空
飛
ぶ
ク
ル
マ
』
の
社
会
実
装
に
お
け
る
社
会
的
課
題
の
解
決

に
向
け
て
」

（87－4－101）
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第
一
部　

報
告
お
よ
び
コ
メ
ン
ト

　

企
画
趣
旨　

小
島
立
（
九
州
大
学
大
学
院
法
学
研
究
院
教
授
）

　

「�
空
飛
ぶ
ク
ル
マ
」
の
研
究
開
発
の
現
状
と
今
後
の
見
通
し

　

岩
熊
成
卓
（
九
州
大
学
大
学
院
シ
ス
テ
ム
情
報
科
学
研
究
院
教�

　
　

授
）

　

イ�

ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
・
デ
ー
タ
・
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ��

平
山
賢
太
郎
（
九

州
大
学�

大
学
院
法
学
研
究
院�

准
教
授
）

　

モ�

ビ
リ
テ
ィ
の
発
達
と
都
市
の
変
容
―
―
空
間
・
人
間
・
社
会
へ

の
イ
ン
パ
ク
ト　

黒
瀬
武
史
（
九
州
大
学
大
学
院
人
間
環
境
学

研
究
院
准
教
授
）

　

コ�

メ
ン
ト　

野
口
和
彦
（JST

-RIST
EX

�ELSI

プ
ロ
グ
ラ
ム�

ア

ド
バ
イ
ザ
ー
／
横
浜
国
立
大
学
先
端
科
学
高
等
研
究
院
リ
ス
ク

共
生
社
会
創
造
セ
ン
タ
ー
客
員
教
授
）

第
二
部　

パ
ネ
ル
討
論
・
質
疑
応
答

　

�

小
島
立
（
九
州
大
学
大
学
院
法
学
研
究
院
教
授
）、
岩
熊
成
卓
（
九

州
大
学
大
学
院
シ
ス
テ
ム
情
報
科
学
研
究
院
教
授
）、�

平
山
賢
太

郎
（
九
州
大
学
大
学
院
法
学
研
究
院
准
教
授
）、
成
原
慧
（
九
州

大
学
大
学
院
法
学
研
究
院
准
教
授
）、�

黒
瀬
武
史
（
九
州
大
学
大

学
院
人
間
環
境
学
研
究
院
准
教
授
）、
藤
田
雄
飛
（
九
州
大
学
大

学
院
人
間
環
境
学
研
究
院
准
教
授
）、�

陳
思
聡
（
九
州
大
学
大
学

院
人
間
環
境
学
研
究
院
准
教
授
）、
三
和
正
人
（
九
州
大
学
学
術

研
究
・
産
学
官
連
携
本
部
研
究
推
進
主
幹
）、�

野
口
和
彦
（JST

-
RIST

EX
�ELSI

プ
ロ
グ
ラ
ム
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
／
横
浜
国
立
大
学

先
端
科
学
高
等
研
究
院
リ
ス
ク
共
生
社
会
創
造
セ
ン
タ
ー
客
員
教

授
）

　

�

※JST
/RIST

EX
�ELSI

プ
ロ
グ
ラ
ム�

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
企
画
調

査
『「
空
飛
ぶ
ク
ル
マ
」
の
社
会
実
装
に
お
け
る
社
会
的
課
題
解

決
に
つ
い
て
の
基
礎
的
検
討
』
の
一
環
。

　

共�

催　

九
州
大
学
人
社
系
協
働
研
究
・
教
育
コ
モ
ン
ズ
、
九
州
大

学
大
学
院
人
間
環
境
学
府
「
ア
ジ
ア
の
都
市
と
市
民
」
多
分
野

連
携
プ
ロ
グ
ラ
ム

ロ
ー
マ
法
研
究
会

二
〇
二
〇
年
一
月
九
日
（
木
）

　

D
.�2,�15,�12�Cels.�3�dig.;�13�M

acer�1�ad�l.�vices.�hereditar.

　
　
　

報
告
者　

菅
尾
暁
（
九
州
国
際
大
学
）

二
〇
二
〇
年
一
月
二
三
日
（
木
）

　
D
.�2,�15,�14�Scaev.�2�resp.

　
　
　

報
告
者　

五
十
君
麻
里
子
（
九
州
大
学
）

二
〇
二
〇
年
七
月
二
三
日
（
木
）

　
「
続
・
占
有
は
事
実
か
法
か　

―Paul.�D
.�34,�2,�4

と
使
用
取
得
―
」
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報
告
者　

石
川
真
人
（
久
留
米
大
学
）

二
〇
二
〇
年
七
月
三
〇
日
（
木
）

　
「
国
際
法
学
説
史
に
お
け
る
慣
習
法
観
念
の
多
様
性
」

　
　
　

報
告
者　

小
栗
寛
史
（�

放
送
大
学
（
日
本
学
術
振
興
会
特
別

研
究
員
Ｐ
Ｄ
））

二
〇
二
〇
年
一
〇
月
一
日
（
木
）

　

D
.�2,�15,�15�Paul.�1�sent.

　
　
　

報
告
者　

梁
田
史
郎
（
九
州
大
学
）

二
〇
二
〇
年
一
〇
月
一
五
日
（
木
）

　

D
.�2,�15,�16�H

erm
og.�1�iuris�epit.

　
　
　

報
告
者　

菅
尾
暁
（
九
州
国
際
大
学
）

二
〇
二
〇
年
一
〇
月
二
九
日
（
木
）

　

D
.�2,�15,�17�Pap.�2�quaest.

　
　
　

報
告
者　

五
十
君
麻
里
子
（
九
州
大
学
）

二
〇
二
〇
年
一
一
月
一
二
日
（
木
）

　

D
.�16,�2,�1�M

od.�6�pand.;�2�Iul.�90�dig.;�3�Pom
p.�25�ad�Sab.

　
　
　

報
告
者　

梁
田
史
郎
（
九
州
大
学
）

二
〇
二
〇
年
一
一
月
二
六
日
（
木
）

　

D
.�16,�2,�4�Paul.�3�ad�Sab.

　
　
　

報
告
者　

菅
尾
暁
（
九
州
国
際
大
学
）

二
〇
二
〇
年
一
二
月
一
〇
日
（
木
）

　

D
.�16,�2,�5�Gai.�9�ad�ed.�provinc.;�6�U

lp.�30�ad�Sab.

　
　
　

報
告
者　

五
十
君
麻
里
子
（
九
州
大
学
）

二
〇
二
〇
年
一
二
月
二
四
日
（
木
）

　

D
.�16,�2,�7�U

lp.�28�ad�ed.

　
　
　

報
告
者　

川
島
翔
（
九
州
大
学
）

サ
ヴ
ィ
ニ
ー
研
究
会

二
〇
二
〇
年
一
月
二
五
日
（
土
）

　

サ
ヴ
ィ
ニ
ー
『
現
代
ロ
ー
マ
法
体
系
』
第
五
巻
付
録X

II�I

〜V
I

　
　
　

報
告
者　

大
久
保
憲
章
（
広
島
修
道
大
学
）

二
〇
二
〇
年
二
月
二
二
日
（
土
）

　

サ
ヴ
ィ
ニ
ー
『
現
代
ロ
ー
マ
法
体
系
』
第
五
巻
付
録XII�VII

〜XIII

　
　
　

報
告
者　

遠
藤
歩
（
九
州
大
学
）

二
〇
二
〇
年
四
月
二
五
日
（
土
）

　

サ
ヴ
ィ
ニ
ー
『
現
代
ロ
ー
マ
法
体
系
』
第
五
巻
付
録X

III�I

〜IV

　
　
　

報
告
者　

梁
田
史
郎
（
九
州
大
学
）

二
〇
二
〇
年
五
月
二
三
日
（
土
）

　
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
『
現
代
ロ
ー
マ
法
体
系
』
第
五
巻
付
録XIII�V

〜VIII

　
　
　

報
告
者　

菅
尾
暁
（
九
州
国
際
大
学
）

二
〇
二
〇
年
六
月
二
〇
日
（
土
）

（87－4－103）
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サ
ヴ
ィ
ニ
ー
『
現
代
ロ
ー
マ
法
体
系
』
第
五
巻
付
録X

III�IX

〜X
I

　
　
　

報
告
者　

田
中
教
雄
（
九
州
大
学
）

二
〇
二
〇
年
一
〇
月
二
四
日
（
土
）

　
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
『
現
代
ロ
ー
マ
法
体
系
』
第
五
巻
付
録XIII�XII

〜XIII

　
　
　

報
告
者　

上
村
一
則
（
久
留
米
大
学
）

二
〇
二
〇
年
一
一
月
二
八
日
（
土
）

　
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
『
現
代
ロ
ー
マ
法
体
系
』
第
五
巻
付
録XIII�XIV

〜XVII

　
　
　

報
告
者　

野
田
龍
一
（
福
岡
大
学
）

二
〇
二
〇
年
一
二
月
一
九
日
（
土
）

　
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
『
現
代
ロ
ー
マ
法
体
系
』
第
五
巻
付
録XIII�XVIII

〜XX

　
　
　

報
告
者　

三
宮
希
（
福
岡
大
学
）

九
州
公
法
判
例
研
究
会

二
〇
二
〇
年
度
開
催
な
し

社
会
法
研
究
会

第
四
八
五
回　

二
〇
二
○
年
一
月
一
一
日
（
土
）
西
南
学
院
大
学

　

�「
Ｅ
Ｕ
に
お
け
る
労
働
者
の
フ
ェ
ア
・
モ
ビ
リ
テ
ィ
の
模
索
―
―

近
時
の
指
令
改
正
と
欧
州
労
働
局
設
立
の
動
向
を
素
材
に
―
―
」

　
　
　

井
川
志
郎
（
山
口
大
学
）

　

�「
ト
ラ
ッ
ク
運
転
手
の
運
行
時
間
外
手
当
の
割
増
賃
金
該
当
性
―

シ
ン
ワ
運
輸
東
京
事
件
・
東
京
高
判
平
成
三
○
・
五
・
九
労
判
一

一
九
一
号
五
二
頁
」

　
　
　

龔　

敏
（
久
留
米
大
学
）

第
四
八
六
回　

二
〇
二
○
年
二
月
一
日
（
土
）
九
州
大
学

　

�「
障
害
法
の
視
点
か
ら
見
た
障
害
認
定
基
準
の
問
題
点
と
障
害
年

金
の
将
来
像
」

　
　
　

河
野
正
輝
（
九
州
大
学
名
誉
教
授
）

「
イ
ギ
リ
ス
の
育
児
休
業
と
所
得
保
障
―
目
的
の
変
容
と
ね
じ
れ
」

　
　
　

平
部
康
子
（
佐
賀
大
学
）

第
四
八
七
回　

二
〇
二
○
年
三
月
七
日
（
土
）
西
南
学
院
大
学

　

CO
V
IT

-19

感
染
予
防
の
た
め
中
止

第
四
八
八
回　

二
〇
二
○
年
四
月
四
日
（
土
）
西
南
学
院
大
学

　

CO
V
IT

-19

感
染
予
防
の
た
め
中
止

第
四
八
九
回　

二
〇
二
○
年
五
月
九
日
（
土
）
オ
ン
ラ
イ
ン
開
催

　
�「

フ
ラ
ン
ス
集
団
的
労
働
関
係
法
の
個
人
主
義
的
構
造
の
一
考
察

―
―
ス
ト
ラ
イ
キ
権
の
検
討
を
中
心
に
」

　
　
　

小
山
敬
晴
（
大
分
大
学
）

　

�「
判
例
評
釈　

結
婚
式
場
運
営
会
社
Ａ
事
件
・
東
京
高
判
平
成
三

一
・
三
・
二
八
労
判
一
二
○
四
号
三
一
頁
」

（法政研究�87－4－104）
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所　

浩
代
（
福
岡
大
学
）

第
四
九
○
回　

二
〇
二
○
年
六
月
六
日
（
土
）
オ
ン
ラ
イ
ン
開
催

　

�「
判
例
評
釈　

一
般
財
団
法
人
あ
ん
し
ん
財
団
事
件
・
東
京
高
判

平
成
三
一
・
三
・
一
四
労
判
一
二
○
五
号
二
八
頁
」

　
　
　

岡
本
舞
子
（
北
九
州
市
立
大
学
）

　
「
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク･
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
法
理
・
序
説
」

　
　
　

野
田　

進
（
九
州
大
学
名
誉
教
授
）

第
四
九
一
回　

二
〇
二
○
年
七
月
四
日
（
土
）
オ
ン
ラ
イ
ン
開
催

　

�「
労
働
契
約
に
お
け
る
黙
示
の
準
拠
法
選
択
と
最
密
接
関
係
地
法

の
認
定
（
国
立
研
究
開
発
法
人
理
化
学
研
究
所
事
件
・
東
京
高
判

平
成
三
○
・
一
〇
・
二
四
日
労
判
一
二
二
一
号
八
五
頁
）」

　
　
　

井
川
志
郎
（
山
口
大
学
）

　

�「
ス
ポ
ー
ツ
選
手
の
引
退
後
所
得
保
障
―
―
「
二
つ
の
引
退
」
と

い
う
視
点
か
ら
」

　
　
　

山
下
慎
一
（
福
岡
大
学
）

第
四
九
二
回　

二
〇
二
○
年
八
月
一
日
（
土
）
オ
ン
ラ
イ
ン
開
催

　
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
労
働
組
合
の
法
的
地
位
」

　
　
　

野
田　

進
（
九
州
大
学
名
誉
教
授
）

　

�「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
小
規
模
企
業
で
の
協
定
の
締
結
方
式
と
し

て
の
レ
フ
ェ
ラ
ン
ダ
ム
制
度
―
―
そ
の
立
法
経
緯
と
法
的
論
点
に

関
す
る
考
察
」

　
　
　

渋
田
美
羽
（
九
州
大
学
大
学
院
）

第
四
九
三
回　

二
〇
二
○
年
九
月
五
日
（
土
）
オ
ン
ラ
イ
ン
開
催

　
「
コ
ロ
ナ
禍
に
お
け
る
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
の
所
得
保
障
」

　
　
　

丸
谷
浩
介
（
九
州
大
学
）

　
「
日
本
国
憲
法
上
の
『
勤
労
の
義
務
』
の
法
的
意
義
に
つ
い
て
」

　
　
　

山
下
慎
一
（
福
岡
大
学
）

第
四
九
四
回　

二
〇
二
○
年
一
〇
月
三
日
（
土
）
オ
ン
ラ
イ
ン
開
催

　
「
コ
ロ
ナ
禍
と
労
働
契
約
法
」

　
　
　

野
田　

進
（
九
州
大
学
名
誉
教
授
）

　
「
障
害
者
の
生
活
支
援
」

　
　
　

平
部
康
子
（
佐
賀
大
学
）

第
四
九
五
回　

二
〇
二
○
年
一
一
月
一
四
日
（
土
）
オ
ン
ラ
イ
ン
開

催
　

�「
判
例
評
釈　

国
際
自
動
車
（
第
二
次
上
告
審
）
事
件
・
最
一
小

判
令
和
二
・
三
・
三
〇
労
判
一
二
二
○
号
五
頁
」

　
　
　

畑
井
清
隆
（
志
學
館
大
学
）

　
�「

判
例
評
釈　

メ
ト
ロ
コ
マ
ー
ス
事
件
・
最
三
小
判
令
和
二
・
一

〇
・
一
三
裁
判
所
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
」

　
　
　

小
山
敬
晴
（
大
分
大
学
）

　
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
と
雇
用
保
険
制
度
」

　
　
　

山
下　

昇
（
九
州
大
学
）
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第
四
九
六
回　

二
〇
二
○
年
一
二
月
五
日
（
土
）
オ
ン
ラ
イ
ン
開
催

　
�「

専
門
家
会
議
体
不
在
の
保
護
基
準
改
定
と
厚
生
労
働
大
臣
の
裁

量
（
名
古
屋
地
判
令
和
二
年
六
月
二
五
日
裁
判
所
ウ
ェ
ブ
サ
イ

ト
）」

　
　
　

山
下
慎
一
（
福
岡
大
学
）

　

�「
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
代
位
責
任
（V

icarious�Liability

）
法
理

の
近
時
の
展
開
―
―
リ
ス
ク
の
多
様
化
と
管
理
監
督
機
能
の
分
散

へ
の
応
答
」

　
　
　

新
屋
敷
恵
美
子
（
九
州
大
学
）

九
州
大
学
産
業
法
研
究
会

※�

四
月
〜
六
月
に
予
定
さ
れ
て
い
た
例
会
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
の
感
染
状
況
等
を
考
慮
し
て
中
止
し
た
。

※
七
月
以
降
の
例
会
は
全
て
オ
ン
ラ
イ
ン
で
行
っ
た
。

第
六
九
八
回
例
会　

令
和
二
年
七
月
一
八
日
（
土
）

（
判
例
研
究
）

松
本
簡
判
平
成
三
〇
年
九
月
二
七
日
消
費
者
法
ニ
ュ
ー
ス
一
一
八
号

一
九
八
頁

　
「
個
人
事
業
主
に
対
す
る
悪
質
な
勧
誘
と
割
販
法
の
適
用
」

　
　
　

報
告
者　
　

若
色　

敦
子
（
熊
本
大
学
）

（
判
例
研
究
）

東
京
地
判
令
和
元
年
九
月
二
七
日
金
判
一
五
八
三
号
二
八
頁

　

�「
金
商
法
一
七
四
条
の
二
第
一
項
の
『
違
反
者
』
に
法
人
が
認
め

ら
れ
る
か
否
か
の
判
断
」

　
　
　

報
告
者　
　

濱
村　

実
子
（
宮
崎
産
業
経
営
大
学
）

第
六
九
九
回
例
会　

令
和
二
年
九
月
一
九
日
（
土
）

（
研
究
報
告
）

　

�「
株
主
総
会
の
決
議
に
関
す
る
い
わ
ゆ
る
瑕
疵
連
鎖
説
に
つ
い
て

の
再
検
討
―
東
京
高
判
平
成
三
〇
年
九
月
一
二
日
金
判
一
五
五
三

号
一
七
頁
―
」

　
　
　

報
告
者　
　

松
嶋　

隆
弘
（
日
本
大
学
）

（
研
究
報
告
）

　

�「
取
締
役
の
対
第
三
者
責
任
に
つ
い
て
―
近
時
の
判
例
の
事
例
傾

向
と
保
護
法
益
の
視
点
か
ら
」

　
　
　

報
告
者　
　

前
越　

俊
之
（
福
岡
大
学
）

第
七
〇
〇
回
例
会　

令
和
二
年
一
〇
月
一
七
日
（
土
）

（
研
究
報
告
）

　

�「
不
正
会
計
事
案
に
お
け
る
取
締
役
の
善
管
注
意
義
務
に
関
す
る

裁
判
例
の
判
断
準
則
と
改
正
公
益
通
報
者
保
護
法
が
取
締
役
の
善

管
注
意
義
務
に
影
響
を
与
え
る
と
予
測
さ
れ
る
改
正
事
項
に
つ
い
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て
―JD

I

報
告
書
を
題
材
と
し
て
―
」

　
　
　

報
告
者　
　

遠
藤　

元
一
（
弁
護
士
）

（
研
究
報
告
）

　
「
株
主
代
表
訴
訟
制
度
の
課
題
―
手
続
的
側
面
か
ら
の
検
討
―
」

　
　
　

報
告
者　
　

高
橋　

均
（
獨
協
大
学
）

第
七
〇
一
回
例
会　

令
和
二
年
一
一
月
二
一
日
（
土
）

（
研
究
報
告
）

　

�「
会
計
帳
簿
等
の
閲
覧
謄
写
請
求
権
―
法
改
正
・
制
度
趣
旨
と
事

例
を
通
し
て
み
る
利
用
実
態
―
」

　
　
　

報
告
者　
　

千
手　

崇
史
（
近
畿
大
学
）

（
判
例
研
究
）

東
京
地
判
平
成
三
〇
年
三
月
二
二
日
判
タ
一
四
七
二
号
二
三
四
頁

　
「
有
利
発
行
に
続
く
少
数
派
株
主
の
締
出
し
と
取
締
役
の
責
任
」

　
　
　

報
告
者　
　

濱
村　

実
子
（
宮
崎
産
業
経
営
大
学
）

第
七
〇
二
回
例
会　

令
和
二
年
一
二
月
一
九
日
（
土
）

（
研
究
報
告
）

　
「
Ｐ
２
Ｐ
保
険
に
お
け
る
近
時
の
展
開
と
法
的
論
点
」

　
　
　

報
告
者　
　

佐
野　

誠
（
福
岡
大
学
）

（
研
究
報
告
）

　
「
Ｄ
＆
Ｏ
保
険
と
経
営
判
断
原
則
―
ド
イ
ツ
法
の
検
討
」

　
　
　

報
告
者　
　

牧　

真
理
子
（
大
分
大
学
）

第
七
〇
三
回
例
会　

令
和
三
年
一
月
二
三
日
（
土
）

（
研
究
報
告
）

　
「
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
と
民
事
責
任
」

　
　
　

報
告
者　
　

河
野　

総
史
（
志
學
館
大
学
）

（
判
例
研
究
）

最
判
令
和
元
年
一
二
月
二
四
日
民
集
七
三
巻
五
号
四
五
七
頁

　

�「
合
資
会
社
の
無
限
責
任
社
員
が
退
社
に
よ
り
当
該
会
社
に
対
し

て
金
員
支
払
債
務
を
負
う
場
合
」

　
　
　

報
告
者　
　

山
崎　

淳
司
（
西
南
学
院
大
学
・
院
）

民
事
法
研
究
会

二
〇
二
〇
年
度
開
催
な
し

民
事
手
続
研
究
会

令
和
二
年
九
月
一
九
日
（
土
）

　

公
開
原
則
の
合
意
に
よ
る
排
除
の
可
能
性

�

上
田
竹
志
（
九
州
大
学
）

　

一
七
条
移
送
の
あ
り
方

�

浅
野
雄
太
（
九
州
大
学
）
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令
和
二
年
一
〇
月
一
七
日
（
土
）

　

上
訴
審
に
お
け
る
法
的
討
論
に
つ
い
て

�

濵
﨑
録
（
西
南
学
院
大
学
）

令
和
二
年
一
一
月
一
四
日
（
土
）

　

わ
が
国
の
民
事
訴
訟
法
に
お
け
る
当
事
者
公
開
主
義
の
保
障
内
容

�

池
邊
摩
依
（
熊
本
大
学
）

　

弁
護
士
法
人
の
破
産
手
続
開
始
決
定
と
預
か
り
口
口
座
の
信
託
財

産
性

�

黒
木
和
彰
（
弁
護
士
）

福
岡
民
事
訴
訟
判
例
研
究
会

令
和
二
年
一
月
二
四
日
（
金
）

　

�　

子
の
引
渡
し
を
命
ず
る
審
判
を
債
務
名
義
と
す
る
間
接
強
制
の

申
立
て
が
権
利
の
濫
用
に
当
た
る
と
さ
れ
た
事
例
（
最
三
小
判
平

成
三
一
年
四
月
二
六
日
裁
時
一
七
二
三
号
三
頁
）

�

安
井　

英
俊
（
福
岡
大
学
）

令
和
二
年
二
月
二
一
日
（
金
）

　

�　

訴
訟
当
事
者
に
判
決
の
内
容
が
了
知
さ
れ
ず
又
は
了
知
す
る
機

会
も
実
質
的
に
与
え
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
り
不
服
申
立
て
の

機
会
が
与
え
ら
れ
な
い
ま
ま
確
定
し
た
外
国
裁
判
所
の
判
決
に
係

る
訴
訟
手
続
と
民
訴
法
一
一
八
条
三
号
に
い
う
公
の
秩
序
（
最
二

小
判
平
成
三
一
年
一
月
一
八
日
民
集
七
三
巻
一
号
一
頁
）

�

田
中　

悠
（
福
岡
地
裁
）

九
州
国
際
私
法
研
究
会

二
〇
二
〇
年
度
開
催
な
し

政
治
研
究
会

二
〇
二
〇
年
五
月
一
六
日
（
オ
ン
ラ
イ
ン
開
催
）

　
『
政
治
研
究
』
第
六
七
号
合
評
会
・
総
会

二
〇
二
〇
年
七
月
一
八
日
（
オ
ン
ラ
イ
ン
開
催
）

　

�「
特
定
の
土
地
に
対
す
る
権
利
は
ど
の
よ
う
に
正
当
化
で
き
る
の

か
―
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ミ
ラ
ー
に
よ
る
領
土
権
の
議
論
を
手
が
か

り
と
し
て
―
」�

　
　
　

報�

告
者　

小
野
藍
（
九
州
大
学
大
学
院
地
球
社
会
統
合
科
学

府
博
士
後
期
課
程
）

二
〇
二
〇
年
一
〇
月
一
七
日
（
オ
ン
ラ
イ
ン
開
催
）

　

�「
文
献
紹
介　

ベ
ル
ナ
ー
ル
・
マ
ナ
ン『
代
表
制
統
治
の
原
理
』（
仏

１
９
９
５
、
英
１
９
９
７
）」��

（法政研究�87－4－108）
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報
告
者　

安
武
真
隆
（
関
西
大
学
政
策
創
造
学
部
教
授
）

　
�「

マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
と
プ
ラ
ト
ン
―
―
立
法
者
・
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー

ラ
・
プ
ラ
ト
ン
主
義
」�

　
　
　

報
告
者　

鹿
子
生
浩
輝
（
東
北
大
学
法
学
研
究
科
教
授
）

二
〇
二
〇
年
一
一
月
二
一
日
（
オ
ン
ラ
イ
ン
開
催
）

　

�「
投
票
と
共
通
善
―
投
票
先
の
規
範
理
論
―
」�

　
　
　

報�

告
者　

蓮
見
二
郎
（
九
州
大
学
大
学
院
法
学
研
究
院
准
教

授
）

　
「
任
命
制
と
抽
選
制
」�

　
　
　

報�

告
者　

岡
﨑
晴
輝
（
九
州
大
学
大
学
院
法
学
研
究
院
教

授
・
放
送
大
学
客
員
教
授
）

二
〇
二
〇
年
一
二
月
一
九
日
（
オ
ン
ラ
イ
ン
開
催
）

　
「
核
兵
器
の
持
込
み
問
題
と
原
子
力
潜
水
艦
の
日
本
寄
港
」

　
　
　

報�

告
者　

中
島
琢
磨
（
九
州
大
学
大
学
院
法
学
研
究
院
准
教

授

（87－4－109）




